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○独立行政法人農畜産業振興機構公益通報等取扱規程

〔平成１８年３月３１日付〕 

〔１７農畜機第４９６８号〕 

改正 平成２２年１月８日付２１農畜機第４１３４ 号

改正 平成２７年４月１日付２６農畜機第５８２４ 号

  改正 平成２９年９月２６日付２９農畜機第３３８７号 

改正 令和４年５月２５日付４農畜機第１１２２号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」とい

う。）及び「国の行政機関の通報対応に関するガイドライン（内部の職員等からの通

報）」（平成１７年７月１９日関係省庁申合せ）の趣旨を踏まえ、独立行政法人農畜産

業振興機構（以下「機構」という。）において、機構に関する公益通報及びその相談

（以下「通報等」という。）を適切に対応するための手順等を定めることにより、通報

等を行った者（以下「通報者等」という。）の保護を図るとともに、コンプライアンス

を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）「役職員等」とは、次に掲げる者をいう。

イ 機構の役員及び職員（臨時職員を含む。以下「役職員」という。）

ロ 機構と契約関係にある事業者並びにその役員（法第２条第１項第４号に規定する

役員をいう。）及び労働者（法第２条第１項第１号及び第２号に規定する労働者又

は派遣労働者をいう。）

ハ 通報等の日前1年以内にイ及びロに規定する者（役員を除く。）であった者

ニ イからハまでに規定する者のほか機構のコンプライアンスの推進及び業務の適正

執行を確保する上で必要と認められる者

（２）「公益通報」とは、法第２条第１項に規定する公益通報をいう。

（３）「通報対象事実」とは、法第２条第３項に規定する通報対象事実をいう。

第２章 公益通報対応体制 

（公益通報受付・相談窓口及び担当員） 

第３条 独立行政法人農畜産業振興機構理事長（以下「理事長」という。）は、役職員等

からの通報等を受け付けるための公益通報受付・相談窓口を機構の内部及び外部に設

け、担当員（第３項から第６項に規定する統括主任担当員、主任担当員及び個別担当員

を総括していう。以下同じ。）を置く。 
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２ 公益通報受付・相談窓口及び担当員は、下表のとおりとする。 

 

公益通報受付・相談窓口 

（内部相談窓口） 

業務監査室 

メールアドレス： compliance@alic.go.jp 

（外部相談窓口） 

郵便番号１６０－０００４ 

東京都新宿区四谷２丁目４番地 久保ビル９階 

四谷の森法律事務所 弁護士 本間紀子 

メールアドレス： gaibu-alic@abox3.so-net.ne.jp 

統括主任担当員 
副理事長、コンプライアンスの推進に関することを担当

する理事 

主任担当員 業務監査室長 

個別担当員 

（内部相談窓口） 

主任担当員が指名する業務監査室職員 

（外部相談窓口） 

弁護士 本間紀子 

 

３ 統括主任担当員は、機構における公益通報に係る対応業務を総括する。 

４ 主任担当員は、次に掲げる事務を行う。 

（１）個別担当員の行う事務を総括すること。 

（２）通報者等の保護についての指導監督等に関すること。 

（３）その他通報者等の保護に関すること。 

５ 個別担当員は、次に掲げる事務を行う。 

（１）通報者等からの通報等の対応に関すること。 

（２）通報等の対応に係る記録及び関係資料の管理に関すること。 

（３）その他通報者等の保護に関すること。 

６ 事案により上記担当員以外の者が対応を行うことが適切であると判断される場合は、

その都度担当員を定めることができるものとする。 

７ 担当員は、当該業務上必要とされる知識や実践的なスキルを習得するよう努めるもの

とする。 

 

（秘密保持の徹底） 

第４条 担当員は、通報等の受付及びその対応の過程で知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

 

（利益相反関係の排除） 

第５条 通報等の事案に関係する者は、その対応に関与してはならない。 

 

第３章 通報等の対応手順 

 

（通報等の受付） 

第６条 通報等の受付は、原則として個別担当員が行うものとする。 
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２ 個別担当員は、職員等から通報等を受けたときは、次に掲げる場合を除き、当該通報

等の受付を行わなければならない。 

（１）通報等の内容が通報対象事実に該当しないことが明らかである場合 

（２）通報等の内容が虚偽であることが明らかである場合 

３ 通報等の受付は、以下に示す方法のいずれかによるものとする。 

（１）内部相談窓口 

① 電話による受付 

② 郵便による受付 

③ 電子メールによる受付 

④ 面会による受付 

（２）外部相談窓口 

① 郵便による受付 

② 電子メールによる受付 

４ 個別担当員は、前項の受付を行う場合には、通報者等の秘密保持に十分配慮するもの

とする。 

５ 通報者等から内部相談窓口の個別担当員に対し、通報等の内容について直接面会して

伝達したい旨の意思表示がなされた場合には、当該個別担当員は、当該通報者等と調整

の上、面会の日時及び場所を決定し、通報等の内容を聴取するものとする。 

６ 個別担当員は、通報等の受付を行った場合には、直ちにその内容を主任担当員に報告

するものとする。 

７ 主任担当員は、前項の報告を受けた場合には、直ちにその内容を統括主任担当員及び

監事に報告するものとする。 

 

（通報者等に対する事前説明） 

第７条 個別担当員は、通報等の受付を行った場合には、通報者等に対し、次の事項につ

いて説明するものとする。 

（１）通報者等の秘密は保持されること。 

（２）通報等をしたことをもって、不利益な取扱いを受けることはないこと。 

（３）当該通報等の対応手続の手順。 

（４）通報等の内容の正確な把握のため、必要に応じて個別担当員から連絡をとる場合が

あること。 

 

（通報等の内容の記録） 

第８条 個別担当員は、通報等の受付を行った場合には、通報等の内容に基づき、通報等

内容整理票（別紙様式第１－１又は別紙様式第１－２）に記入可能な事項をすべて記入

し、これを主任担当員に提出するものとする。 

 

（通報等の受理の通知等） 

第９条 主任担当員は、通報等を受理したときは通報等受理通知書（別紙様式２－１）

を、受理しないときは通報等不受理通知書（別紙様式２－２）を作成し、通報者等に対

し、通報等の受付を行った個別担当員を経由して、通知するものとする。 
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（調査の実施） 

第１０条 主任担当員は、内部相談窓口の個別担当員に指示し、通報等に関する詳細な事

実確認及びその内容の精査を行うために必要な調査（以下「調査」という。）を行わせ

るものとする。 

２ 内部相談窓口の個別担当員は、調査の過程において、内容の正確な把握のため更に情

報を得る必要がある場合には、当該通報者等から情報を収集することができる。ただ

し、外部相談窓口の個別担当員が通報等の受付を行った場合にあっては、通報者等への

接触は当該外部相談窓口の個別担当員を経由して行うものとする。 

３ 内部相談窓口の個別担当員は、通報等内容整理票に加え、通報等経過整理票（別紙様

式３）に当該通報等の対応の過程について、所要の事項の記入を行い、主任担当員の確

認を受けるものとする。 

４ 内部相談窓口の個別担当員は、調査の結果について、主任担当員に報告するものとす

る。 

５ 主任担当員は、前項の報告を受けた場合には、その内容を統括主任担当員及び監事に

報告するものとする。 

 

（他の行政機関への情報提供等） 

第１１条 主任担当員は、調査の過程で、当該通報等が機構以外の他の行政機関が処分又

は勧告等をする権限を有する事項に関わるものであることが判明した場合は、当該行政

機関に対し、通報等の内容に関する情報を提供するものとする。この場合において、主

任担当員は、当該通報等案件の今後の対応手続の方法等を決定するため、当該行政機関

と緊密に連絡し、及び協力するものとする。 

 

（調査を実施する上での留意事項） 

第１２条 内部相談窓口の個別担当員は、調査を実施するに当たって、通報者等の個人情

報が流出することのないよう次に掲げる事項に関して、万全の注意を払うものとする。 

（１）通報等の対応に携わる者以外の者に対し、調査が通報等に基づくものであることを

知らせないこと。 

（２）調査の過程で収集した資料等の管理を万全にすること。 

２ 主任担当員は、調査の進捗状況について、通報者等に対し、通報等の受付を行った個

別担当員を経由して、当該通報等の利害関係人（以下「利害関係人」という。）の秘

密、信用、名誉、プライバシー等の保護に配慮し、適宜通知するよう努めるものとす

る。 

 

（是正措置の実施） 

第１３条 統括主任担当員は、調査に基づき明らかにされた通報対象事実により、何らか

の改善が必要とされる事実があると認められる場合には、速やかに法令に基づく措置そ

の他の適切な是正措置（以下「是正措置」という。）を実施するものとする。 

 

（通報者等への調査結果等の通知） 

第１４条 主任担当員は、調査の結果（是正措置が実施された場合には調査の結果及び当

該是正措置の内容）について、通報者等に対し、通報等の受付を行った個別担当員を経
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由して、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に配慮し、遅滞なく通

知するよう努めるものとする。 

 

（通報等の対応の終了） 

第１５条 通報等が次のいずれかに該当する場合には、通報等の対応は終了したものとす

る。 

（１）主任担当員が、通報者等に対し通報等の不受理の通知を行った場合 

（２）調査を行った通報等について、当該調査が終了し、調査の結果を受けて必要とされ

た措置が講じられた場合 

（３）通報者等からの情報だけでは調査を実施することが困難な場合にあって、当該通報

者等と個別担当員との間で連絡がとれない状態が、通報等の受付日から３月以上継続

した場合 

 

（標準対応期間） 

第１６条 通報等に係る受付から対応の終了までの標準対応期間は、３月とする。 

 

第４章 通報者等の保護 

 

（不利益取扱いの禁止） 

第１７条 役職員は、通報者等に対し、通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを

してはならない。 

２ 理事長は、前項に違反した役職員に対し、懲戒処分その他の適切な措置をとるものと

する。また、正当な理由なく、通報等に関する秘密を漏らした役職員についても同様と

する。 

 

（通報者等へのフォローアップ） 

第１８条 主任担当員は、通報等の対応の終了後、当該通報者等に対し、不利益取扱いを

受けていないか等を、通報等の受付を行った個別担当員を経由して適宜確認するなど、

通報者等の保護に係るフォローアップの実施に努める。 

２ 主任担当員は、前項のフォローアップの実施状況について、統括主任担当員及び監事

に報告するものとする。 

 

第５章 雑則 

 

（通報等に関する公表） 

第１９条 理事長は、通報等の件数及びその他必要と認める事項を公表するものとする。 

 

（通報等関連資料の管理） 

第２０条 業務監査室は、各通報等の対応に係る記録及び関係資料については、独立行政

法人農畜産業振興機構法人文書管理規程（平成２３年３月３１日付２２農畜機第５２６

０号－１）別表第１に基づき、保存期間を５年として適切に管理するものとする。 
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（役職員等以外の者からの通報等に対する準用） 

第２１条 役職員等以外の者からの通報等に対しては、役職員等からの通報等に準じて取

り扱うよう努めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。  

 

附 則（平成２２年１月８日付２１農畜機第４１３４号） 

この規程は、平成２２年１月８日から施行し、平成２２年１月１日から適用する。 

 

附 則（平成２７年４月１日付２６農畜機第５８２４号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年９月２６日付２９農畜機第３３８７号） 

この規程は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年５月２５日付４農畜機第１１２２号） 

この規程は、令和４年６月１日から施行する。 
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別紙様式１－１ 

通報等内容整理票（内部相談窓口用） 

整理番号 
 

 
受付年月日 

 

 

個別担当員名 
 

 

件名 
 

 

通報者等名 
 

 
実名 匿名 仮名 

情報提供手段 電話 郵便 
電子 

メール 
面会   

連絡先の有無 有 無 
 

 

 

 

通報等内容の概要 
 

 

発生又は発見年月日 
 

 

発生又は発見場所 
 

 

該当する法令違反 
 

 

どのように該当事実を知ったのか 
 

 

通報等の内容を裏付ける資料の有無 有 無 
 

 

（有であれば）その概要 
 

 

通報等の内容を知っている人が他にい

るか 
有 無 

 

 

（有であれば）誰が知っているか 
 

 

通報等の理由は何か 
 

 

通報等の内容を個別担当員以外に明ら

かにしたか 
有 無 

 

 

（又は明らかにする意思があるか） 
 

 

備 考 

 

 

 

（連絡先が分かっている場合は、当該連絡先を記入） 

注： 受付年月日は、電話による通報等の場合は、当該電話連絡を受けた日、郵便による

通報等の場合は、当該郵送物を受け取った日、電子メールによる通報等の場合は、メ

ール上に記録された発信の日とする。 
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別紙様式１－２ 

通報等内容整理票（外部相談窓口用） 

整理番号 
 

 
受付年月日 

 

 

個別担当員名 
 

 

件名 
 

 

通報者等名 
 

 
実名 匿名 仮名 

情報提供手段 郵便 
電子 

メール 
    

連絡先の有無 有 無 
 

 

 

 

通報等内容の概要 
 

 

発生又は発見年月日 
 

 

発生又は発見場所 
 

 

該当する法令違反 
 

 

どのように該当事実を知ったのか 
 

 

通報等の内容を裏付ける資料の有無 有 無 
 

 

（有であれば）その概要 
 

 

通報等の内容を知っている人が他にい

るか 
有 無 

 

 

（有であれば）誰が知っているか 
 

 

通報等の理由は何か 
 

 

通報等の内容を個別担当員以外に明ら

かにしたか 
有 無 

 

 

（又は明らかにする意思があるか） 
 

 

備 考 

 

 

 

（連絡先が分かっている場合は、当該連絡先を記入） 

注： 受付年月日は、郵便による通報等の場合は、当該郵送物を受け取った日、電子メー

ルによる通報等の場合は、メール上に記録された発信の日とする。 
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別紙様式２－１ 

 

年 月 日 

 

          様 

 

主任担当員名 

 

通報等受理通知書 

 

年  月  日付けで公益通報受付・相談窓口あてになされた通報等につい

て、次のとおり受理することを決定したので、独立行政法人農畜産業振興機構公益通報等

取扱規程（平成１８年３月３１日付１７農畜機第４９６８号）第９条の規定に基づき、通

知します。 

 

通報等の内容 

又は件名 

 

 

 

 

担当窓口 
 

 

個別担当員名 

 

 

（電話番号                  内線         ）   

備考 
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別紙様式２－２ 

 

年 月 日 

 

          様 

 

主任担当員名 

 

通報等不受理通知書 

 

年  月  日付けで公益通報受付・相談窓口あてになされた通報等につい

て、次のとおり不受理とすることを決定したので、独立行政法人農畜産業振興機構公益通

報等取扱規程（平成１８年３月３１日付１７農畜機第４９６８号）第９条の規定に基づ

き、通知します。 

 

通報等の内容 

又は件名 

 

 

 

 

不受理とした理由 

 

 

 

 

担当窓口 
 

 

個別担当員名 

 

 

（電話番号                  内線         ）   

備考 
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別紙様式３ 

通報等経過整理票 

 
 

 
主任担当員名                 

 
 

 
個別担当員名                 

整理番号 
 

 

  

件名 
 

 

年月日 
対応手続経過 

（決定事項、調査内容、措置内容等） 
関連資料とその概要 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


